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午前１０時００分 開会   

 

◎開会・開議宣告 

○議長（大原 昇君） おはようございま

す。 

ただいまの出席議員は１４名でありま

す。定足数に達しておりますので、令和元

年第４回美幌町議会臨時会を開会します。 

これから、本日の会議を開きます。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（大原 昇君） 日程第１ 会議録

署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１２５条

の規定により、７番馬場博美さん、８番古

舘繁夫さんを指名します。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２ 会期の決定 

○議長（大原 昇君） 日程第２ 会期の

決定についてを議題とします。 

去る７月１２日、議会運営委員会を開き

ましたので、委員長から報告を求めます。 

１２番上杉晃央さん。 

○１２番（上杉晃央君）〔登壇〕 令和元

年第４回美幌町議会臨時会の開会に当た

り、去る７月１２日、議会運営委員会を開

催しましたので、その内容と結果について

報告いたします。 

本臨時会に付議された案件は、人事案件

２件、議案１件であります。 

以上の内容でありますので、本臨時会の

会期については、本日１日限りといたしま

す。 

慎重なる審議に皆さんの協力をお願いす

るとともに、行政職員の皆さんには真摯な

答弁と対応を申し上げて、議会運営委員会

委員長としての報告といたします。 

○議長（大原 昇君） お諮りします。 

ただいま議会運営委員会委員長から報告

のあったとおり、本臨時会の会期を１日間

としたいと思いますが、御異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、会期は１日間と決定しまし

た。 

――――――――――――――――――― 

◎諸般の報告 

○議長（大原 昇君） 諸般の報告を行い

ます。 

諸般の報告については、事務局長から報

告させます。 

○事務局長（遠國 求君） 諸般の報告を

申し上げます。 

本日の会議につきましては、お手元に配

付しております議事日程のとおりでありま

す。朗読につきましては省略させていただ

きます。 

次に、地方自治法第１２１条第１項の規

定に基づく出席説明員につきましても、印

刷したものを配付しておりますので御了承

願います。 

また、本臨時会中、町広報及び議会広報

用のため写真撮影を行いますので御了承願

います。 

なお、報道機関の写真撮影及びパソコン

の使用を許可していますので、あわせて御

承知おき願います。 

以上で、諸般の報告を終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎提出案件の概要説明 

○議長（大原 昇君） 町長から、本臨時

会に提出しております案件について、概要

説明をしたいとの申し出がありますので、

発言を許します。 

町長。 

○町長（平野浩司君）〔登壇〕 本日、こ

こに令和元年第４回美幌町議会臨時会が開

催されるに当たり、御出席を賜りました議

員各位に対しまして心から感謝いたします

とともに、提出案件の概要について御説明
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を申し上げます。 

人事案件について。 

同意第７号については、本町固定資産評

価員、関弘法前税務主幹が、令和元年７月

１日付の人事異動によりその職を辞したこ

とから、後任として片平英樹税務主幹を選

任いたしたく、御同意を賜りたいのであり

ます。 

同意第８号については、本町職員懲戒審

査委員会委員、広島学前総務部長が、令和

元年６月３０日付で退職したことから、後

任として小室保男総務部長を任命いたした

く、御同意を賜りたいのであります。 

工事請負契約の締結について。 

議案第４４号については、第Ⅲ期埋立処

分場遮水シート等補修工事につきまして、

入札結果に基づいて契約しようとするもの

で、議決をいただきたいのであります。 

なお、細部につきましては、後ほどそれ

ぞれ御説明を申し上げますので、御審議の

上、原案に御協賛を賜りますようお願い申

し上げまして、提出案件の概要説明といた

します。 

以上、よろしくお願い申し上げます。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第３ 同意第７号 

○議長（大原 昇君） 日程第３ 同意第

７号美幌町固定資産評価員の選任について

を議題とします。 

直ちに提出者の説明を求めます。 

町長。 

○町長（平野浩司君） 議案２ページでご

ざいます。 

同意第７号美幌町固定資産評価員の選任

についてを御説明申し上げます。 

本町固定資産評価員関弘法は、都合によ

りその職を辞したので、次の者を選任いた

したく、地方税法第４０４条第２項の規定

により議会の同意を求めるものでございま

す。 

氏名、片平英樹。 

住所、生年月日につきましては、議案に

記載のとおりでございます。 

以上、御説明いたしました。よろしくお

願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、同意第７号美幌町固定資産評

価員の選任についてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本件は、同意することに賛成の方は起立

願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本件は、同意することに決

定しました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第４ 同意第８号 

○議長（大原 昇君） 日程第４ 同意第

８号美幌町職員懲戒審査委員会委員の任命

についてを議題とします。 

直ちに提出者の説明を求めます。 

町長。 

○町長（平野浩司君） 議案３ページでご

ざいます。 

同意第８号美幌町職員懲戒審査委員会委

員の任命について御説明申し上げます。 

本町職員懲戒審査委員会委員広島学は、

都合によりその職を辞したので、次の者を

任命いたしたく、地方自治法施行規程第１

６条第５項の規定により議会の同意を求め

るものでございます。 

氏名、小室保男。 

住所、生年月日につきましては、議案に

記載のとおりでございます。 

以上、御説明いたしました。よろしくお

願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま



 

－ 5 － 

す。 

これから、同意第８号美幌町職員懲戒審

査委員会委員の任命についてを採決しま

す。 

この採決は起立によって行います。 

本件は、同意することに賛成の方は起立

願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本件は、同意することに決

定しました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第５ 議案第４４号 

○議長（大原 昇君） 日程第５ 議案第

４４号工事請負契約の締結についてを議題

とします。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

民生部長。 

○民生部長（那須清二君） 議案書の４ペ

ージをお開き願います。 

工事請負契約の締結について御説明申し

上げます。 

議案第４４号工事請負契約の締結につい

て。 

次のとおり、工事請負契約を締結するも

のとする。 

記以下につきましては、参考資料で御説

明いたしますので、参考資料の１ページを

お開き願います。 

資料１、議案第４４号関係。 

工事請負契約の締結について。 

令和元年６月４日に発生いたしました第

Ⅲ期埋立処分場の火災による遮水シート等

補修工事であります。 

工事の場所、美幌町字登栄３番地の１。 

工事の概要は、遮水シート等の補修で、

内容につきましては記載のとおりでありま

す。 

入札年月日は、令和元年７月５日。 

指名業者は、聖太建設株式会社ほか記載

の５社でございます。 

契約金額は６,２１５万円で、落札率は９

６.７％であります。 

契約の相手方、網走郡美幌町字仲町２丁

目９６番地、聖太建設株式会社美幌支店、

支店長大沼泰でございます。 

契約保証金、契約金額の１００分の１０

以上。 

契約年月日、議決後本契約による。 

工期につきましては、本契約後１９０日

とするものであります。 

本日、議決いただき契約いたしますと、

工期は令和２年１月２１日までとなりま

す。 

以上、御説明申し上げました。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

８番古舘繁夫さん。 

○８番（古舘繁夫君） 今説明がありまし

たので、若干お尋ねをいたします。 

工期についての話でありますけれども、

１月２１日までというお話がありました

が、以前、私どもが説明を受けたときに

は、シートが受注生産だということと、工

事の作業内容は、気温が下がり過ぎると仕

事がなかなかできないので、なるたけ気温

が下がらないうちに施工したいというよう

な説明があったと記憶しております。 

そんな中で、この工期の１９０日という

のは、余裕を持ってということだと思うの

ですけれども、こうやって臨時議会を開

き、入札もスムーズに、そして、議決を得

るということのプロセスからすると、説明

をいただいた受注生産という品物、それか

ら寒いときではなくて、余り気温が下がら

ないときの施工、その辺の整合性が大丈夫

かと心配しておりますが、理解しやすいよ

うな説明をいただきたいと思います。 

以上です。 

○議長（大原 昇君） 民生部長。 

○民生部長（那須清二君） ただいまの御

質問でございますが、まず、シート作成に

つきましては、以前御説明したかと思いま
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すが、作成に２カ月半ほどかかるというこ

とです。 

その後、接合する工事に１カ月程度かか

るということで、シートの工事自体につき

ましては、おおむね１０月末までには終了

となる予定でございます。 

その後、シートがずれ落ちないための固

定工、コンクリートで塞ぐ、押さえる工

事、そういったものですとか、ネットフェ

ンスの修理等の工事がその後かかるという

ことで、こちらについてもおおむね１２月

末ぐらいまでには終了するということには

なっておりますが、工期については１月２

１日までというふうにとらせていただいて

いるところでございます。 

以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ８番古舘繁夫さ

ん。 

○８番（古舘繁夫君） 今の説明で理解い

たしましたけれども、事前にお話がありま

した気温が下がる前にしっかりと仕事をし

ていただき、後で後悔するようなことがな

いということで確証を得てよろしいでしょ

うか。 

○議長（大原 昇君） 民生部長。 

○民生部長（那須清二君） そのとおりで

ございます。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

７番馬場博美さん。 

○７番（馬場博美君） 工事請負契約の関

連の中で、議会運営委員会の中で、町長の

ほうから今後のごみ対策について、今後の

対策についてということで何点か挙げられ

たというふうに聞いてございます。 

再度、今後の対応策について、町長のほ

うから御説明いただければと思いますの

で、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（大原 昇君） 民生部長。 

○民生部長（那須清二君） 今後の対応策

ということでございますが、まず一つは、

予防が１番重要だと考えております。 

まず一つといたしましては、出火原因と

考えております電池類ですとか、スプレー

缶、ライター等のごみの分別徹底が重要で

あるということから、周知徹底を図ってま

いりたいと考えております。 

こちらについては、ホームページでの周

知を既に６月２５日に行っているところで

ございます。 

また、今後とも広報等を通じて周知徹底

を図ってまいりたいと考えております。 

もう一つは、速やかな覆土作業、それか

らコンパクターによる粉砕、破砕転圧によ

って防止を図っていきたいと考えておりま

す。 

また、もう一つは、以前６月の補正のと

きに、町長のほうから御説明いたしました

が、現在、炎センサーによって、火災が起

きたら自動的に通報が行くような事が可能

かどうかということで検討を進めていると

ころでございます。 

物理的には可能であるということを今聞

いておりますけれども、今後、その辺の詳

細を聞いた上で、確立できましたら、そう

いったことにより早期に通報が行くような

システムを検討したいということと、保険

についても加入するかどうかについて、あ

わせて検討したいと考えております。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ７番馬場博美さ

ん。 

○７番（馬場博美君） わかりました。 

後段のセンサーによって通報が行くシス

テム、それと、火災保険の加入の関係なん

ですけれども、いつごろまでにめどを立て

るのか、そして、今も受け入れをしていま

すので、できるだけ早く結論を出して、セ

ンサーによってできなければ、火災保険に

加入したほうがいいというように思います

ので、現場は動いていますので、ぜひ早急

な対応をよろしくお願いしたいというふう

に思います。 
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○議長（大原 昇君） 民生部長。 

○民生部長（那須清二君） ただいまの御

質問でございますが、炎センサーの可否に

つきましては、おおむね７月中をめどに、

業者の方に来ていただいて確認をする方向

で検討しております。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ９番藤原公一さ

ん。 

○９番（藤原公一君） 工事期間に関して

なんですけれども、工事をやると同時に、

ごみの収集も受け入れないといけないと思

うのですけれども、その辺の体制はどのよ

うになっているのかお聞きしたいと思いま

す。 

○議長（大原 昇君） 民生部長。 

○民生部長（那須清二君） ただいまの御

質問でございますが、工事中におきまして

は、ごみの受け入れ時間中、委託業者が管

理中の時間帯において行うものといたしま

して、火災現場となるごみの受け入れ場所

につきましては明確に区分されるため、問

題がないよう取り進めることになっており

ます。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） 今回の火災につい

ては、不幸中の幸いにも、規模が小さかっ

たということで消火できたと思います。 

周りが森林に囲まれていますので、時間

帯によっては非常に大規模火災に発展する

可能性も否定できないというところで、そ

ういう観点からいうと、初期消火というの

が非常に重要だと思います。 

まして、消防署からも遠い位置にあると

いうことで、日中、人がいれば多分そうい

う行動もできるのでしょうけれども、そう

いう初期消火をするものとか、そういう対

策というのはどういうふうになっているの

でしょうか。 

○議長（大原 昇君） 民生部長。 

○民生部長（那須清二君） ただいまの初

期消火の対策ということでございますが、

一つは、先ほど申し上げました炎センサー

による自動的に通報が行くシステム、こう

いったものが確立されますと迅速な初期消

火につながるというふうに考えておりま

す。 

以上でございます。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） やはり、消防が来

る前に対応するというのが１番重要だと思

います。 

夜ですと、当然消防に頼らざるを得ませ

んけれども、日中の勤務員がいるときに、

勤務員だけで初期消火できるということが

重要だと思うのですけれども、例えば、消

火器をちゃんと置いてあるとか、水たまり

があるとか、そういう環境というか、そう

いうハード面の整備はできているのでしょ

うか。 

○議長（大原 昇君） 環境生活主幹。 

○環境生活主幹（渡辺靖行君） 初期消火

の関係でございますが、規模により、自分

たちで初期消火できるかどうかということ

は非常に難しい状況だと思います。 

消火器等は、各施設には当然設置してご

ざいます。それと、コンパクターとかがご

ざいますので、本当の初期であれば、それ

で物を排除してということもできると思い

ますけれども、何分ごみ処分施設というこ

とで、可燃性のものがたくさんありますの

で、初期消火をして２次災害、人的被害が

出ても大変困りますので、迅速な消防への

通報と小さなものであれば、できる限りの

初期消火ということで、人もおりますの

で、対応していきたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） 今回は、消防が間

に合う程度の火の付きようというか、それ
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ぐらいだったと思うのですけれど、火とい

うのは、瞬く間に大きくなりますので、１

番心配なのは近隣の森林等への延焼です。

その辺をきちんと考えた、例えば、勤務員

等含めた消火訓練をやるとか、そういうこ

ともできると思いますけれども、そういう

延焼防止のための初期消火ということで、

もっと検討していただければと思います。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今御意見いただい

たのは初期消火ということで、基本的には

早く発見するというのが基本だと思いま

す。その中で、初期的に行うのは覆土をす

るということであります。 

ですから、まずは、ごみの中に可燃にな

るというか、燃える可能性があるものを取

り除くことを前提にして、もし仮に、そう

いう自然発火等をした場合にどうするかと

いうと、水をかけることは可能かもしれま

せんけれども、その燃えているところに土

をかけていくということであります。 

ですから、先ほどの再発防止の中で、民

生部長からお話をさせていただきましたけ

れど、基本的には、１日入れて、部分をき

ちんと転圧をして、覆土していく。 

このことが火災等を発生させない一つの

条件となりますので、その辺のしっかりし

たトレーニングというか、訓練をしっかり

委託業者には、再度確認していただきたい

というふうに思っております。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

２番稲垣淳一さん。 

○２番（稲垣淳一君） ２点ほどお尋ねい

たします。 

私の聞き漏れだったかもしれませんが、

当初、火災の原因についてはわからない、

不明であるという説明を受けていたのです

が、先ほど、民生部長から電池によるとい

う説明が一文あったのですが、それはいつ

そのような判断があったのか、また、電池

といってもいろんな種類の電池があると思

うのですが、なかなか町民の方の分別を徹

底してもらうのはもちろんですが、特にど

ういう電池が危ないのかというものがあれ

ばお示しいただきたいのと、あと、遮水シ

ートが破れているということで、１番懸念

するのは水質汚染であります。 

通常の水質管理よりも、事故後、何か強

化して水質についての検査の結果があれ

ば、示しいただきたいと思いますがいかが

でしょうか。 

○議長（大原 昇君） 民生部長。 

○民生部長（那須清二君） ただいまの火

災の原因でございますが、今回の火災につ

きましては、原因究明は非常に厳しいもの

というふうに考えております。 

と言いますのは、消火作業中に、ほかの

ごみに燃え移らないようにごみを分けるの

で、現場保存ができないというようなこと

から、結果、原因を特定することは厳しい

と考えております。 

ただ、いろんなごみの処理施設における

全国の事例におきまして見ますと、公表さ

れているものですけれども、ごみの中に、

例えば、電池、ライターが混入していたで

すとか、スプレー缶、スプレー容器が入っ

ていたですとか、また、リチウム電池等が

出火原因と考えられるというようなことが

公表されております。 

今回の火災におきましても、発火時の監

視カメラによる録画映像がありますので、

そういったものを見ますと、発火時の火の

勢いが非常に強いということが見て取れま

すので、恐らくスプレー缶ですとか、バッ

テリー等の熱量の大きいものが原因ではな

いかというふうに考えているところでござ

います。 

また、その電池類につきましては、リチ

ウムバッテリーですとか、そういったもの

が非常に危ない、出火原因になっているケ

ースが多いということを言われてございま

す。 
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あと、水質の関係でございますが、その

後、水質検査と状況を見ておりましても、

特にこういったものに関して、今回の火災

によって水質が悪化しているというような

状況はないということで聞いておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

５番木村利昭さん。 

○５番（木村利昭君） 先ほど、対策の部

分で火災保険の加入を検討されるというこ

とでお話をいただきましたが、前回の説明

のときにも、火災保険にもし入るとしたら

保険料が年間６０万円ぐらいだということ

で伺っておりました。 

極端なお話をさせていただきますと、今

回の事故の被害額は６,０００万円を超える

ということは、年間６０万円の保険料の１

００年分に値するような形になると思いま

すが、まず、どうして今まで火災保険の加

入、要は、先ほどの御説明の中にもありま

したが、可燃性のごみということで出火の

可能性がかなり高いものかと思いますが、

どうして今まで火災保険の加入をご検討い

ただいていなかったのかということと、あ

とは、年間６０万円の保険に 加入をされ

て、どれぐらいの補償がされるのか、も

し、おわかりになりましたら教えていただ

ければと思います。 

○議長（大原 昇君） 環境生活主幹。 

○環境生活主幹（渡辺靖行君） 保険の加

入につきましては、施設設置当時からどの

ように検討されたかは今はわかりませんけ

れども、建物は入っております。 

それと、近隣市町村、埋め立て処分して

いるところの埋立地の火災保険について

は、網走市ですとか、北見市ですとか、恵

庭市が入っていないという状況でございま

す。 

それを持って、いろいろと今後検討させ

ていただきたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 民生部長。 

○民生部長（那須清二君） 補償金額でご

ざいますが、保険料が年間６０万円のもの

に入った場合は、１００％の加入率という

ことになりますので、工事費が丸々補償さ

れるということになります。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ５番木村利昭さ

ん。 

○５番（木村利昭君） 先ほど、夜間の管

理は火気センサー等の検討も考えられてい

るということでしたが、恐らく、火気セン

サーがついて、しっかり火気センサーが発

見して通報されれば、そこまで大きな被害

にはならないのかなというふうには思いま

すが、やはりその火気センサーの性能と、

保険の加入の必要があるかということを今

後あわせながら検討していくような形でよ

ろしいですか。 

○議長（大原 昇君） 民生部長。 

○民生部長（那須清二君） ただいまの御

質問でございますが、このセンサーについ

て、設備投資が一体どのぐらいかかるのか

ということを含めて、それに設備投資をす

るほうがいいのか、もしくは、毎年６０万

円の保険料をかけたほうがいいのか、その

辺の二つをともに、どちらのほうがいいか

ということで、今後検討してまいりたいと

考えております。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで質疑を終わ

ります。 

これから、議案第４４号工事請負契約の

締結についてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 
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したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

──────────────────── 

◎閉会宣告 

○議長（大原 昇君） 以上で、本臨時会

に付議されました案件は全部終了しまし

た。 

会議を閉じます。 

令和元年第４回美幌町議会臨時会を閉会

します。 

お疲れさまでした。 

 

午前１０時３１分 閉会   
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